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質　問　回　答　書

　「７－９一般廃棄物焼却施設発電電力の自己託送等事業」の公募型プロポーザ
ルに関する質問について、以下のとおり回答します。

質問内容 回答
実施要領：2 事業概要 (3)事業期間
実施要領：8 提案書の提出 (1)提出
書類 エ提案見積書

・事業期間において、料金単価につ
いて継続して同単価との認識でよろ
しいでしょうか。
・急激な物価変動や電力市場変動が
あった際に、料金単価の変更は可能
でしょうか。

実施要領：4 参加資格 (7)
「自己託送に係る需給管理業務に関
する契約を締結し、履行した実績を
有する、又は履行中であること。」
とありますが、

・履行実績および履行中の期間につ
いて、1 年未満の案件を記載するこ
とは可能でしょうか。

実施要領：6 参加申込方法等 (1)提
出書類 オ
「4 参加資格(7)」について証明する
書類（写し）とありますが、
・契約書および仕様書の提示が必要
でしょうか。

・料金単価は、継続して同単価とし
ます。
・急激な物価変動や電力市場変動が
あった際には、発注者と受注者で協
議できることとします。

・可能です。

・必要です。
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実施要領：6 参加申込方法等 (1)提
出書類 オ
「4 参加資格(7)」について証明する
書類（写し）
実施要領：8 提案書の提出 (1)提出
書類 イ業務実績書(様式5)
「業務履行実績について、それぞれ
３件を上限として記載し、その契約
書と仕様書の写しを提出するこ
と。」とありますが、

・証明する書類のうち契約単価等の
営業情報については当該地方公共団
体との秘密保持条項に抵触するた
め、黒塗りをさせて頂いてもよろし
いでしょうか。

実施要領：8 提案書の提出 (1)提出
書類 イ業務実績書(様式5)

・(ｱ)から(ｳ)の業務履行実績につい
て、契約書と仕様書の写しのページ
数が多いため、印刷方式を2アップ両
面にて、添付資料として提案書に付
帯することは可能でしょうか。

実施要領：8 提案書の提出 (1)提出書類
エ提案見積書(様式7) (ｳ)一般
送配電事業者に支払う料金
「託送供給等約款に基づき、一般送配電
事業者に支払う託送料金等の1 年間の総
額を記載すること。」とありますが、

・①発電側課金制度のうち、発電契約者
＝受託者（負荷追随分）および発電契約
者＝発注者（自己託送分）について、系
統連系受電サービス料金の費用負担は発
注者となりますでしょうか。
・②発電側課金制度のうち、発電契約者
＝受託者（負荷追随分）および発電契約
者＝発注者（自己託送分）について、ど
ちらも受託者が代理して東電 PG 社へ支
払う認識で相違ないでしょうか。
・③ ①および②について相違ない場
合、毎月の請求は受託者から発注者へ請
求書を発行する流れでよろしいでしょう
か。

・系統連系受電サービス料金のう
ち、自己託送分は発注者負担、その
他の分は受託者負担とします。
・一般送配電事業者への支払方法等
については、受託者と協議の上、決
定します。

・添付書類は、目視できる範囲で縮
小印刷等も可能とします。

・秘密保持条項に抵触する事項につ
いては、黒塗りしてもよいこととし
ます。
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・集計済の最新年度実績を記載して
ください。

・会社名をマスキングする必要はあ
りません。
・国又は地方自治体の名称は、実名
で記載してください。

実施要領：8 提案書の提出 (1)提出
書類 ア技術提案書(任意様式) (ｵ)負
荷追随供給電力の調達方法
「負荷追随供給を行う事業者の電源
構成、電力市場から調達している電
力の割合を記載すること。」とあり
ますが、

・令和5年度実績を記載してよろしい
でしょうか。年度初めにつき本提案
書提出期限までに令和6年度実績が集
計困難なため、ご高配願います。

実施要領：8 提案書の提出 (2)提出
部数

・副本については、会社名が分から
ない様にマスキングをする必要はあ
りますでしょうか。
・業務実績等に関わる国又は地方自
治体の名称については、実名で記載
してよろしいでしょうか。

実施要領：8 提案書の提出 (1)提出
書類 エ提案見積書(様式7) (ｴ)負荷
追随供給電力料金

・負荷追随電力料金の単価は70 施設
同一でなくてはいけないでしょう
か。

・70施設同一である必要はありませ
ん。

実施要領：8 提案書の提出 (6)提出
見積書作成における留意事項 エ

・再生可能エネルギー発電促進賦課
金について、提案見積書内項目「オ
その他」に記入する認識でよろしい
でしょうか。

・「オ　その他」以外に記入しても
構いません。
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実施要領：8 提案書の提出 (6)提出
見積書作成における留意事項 ウ

・燃料費等調整額の算定方法につい
て、東京エリアにおける２０２４年
度のみなし小売電気事業者の基準お
よび算定方法に準じて行うことを想
定しています。燃調の算定基準に指
定はありますでしょうか。
・指定がなく複数の算定基準での採
用が可能な場合に、従量料金等の単
価に影響が生じる可能性があるた
め、提案見積書の算定項目に燃料費
等調整額を追加いただくことは可能
でしょうか。

仕様書：11 余剰電力の買取及びその
関連業務に係る事項(1)
「自家消費及び自己託送する電力を
除いた非FIT 電力の全量を買い取
る、もしくは受託者を通じて日本卸
電力取引所を含む第三者へ売却する
こと。その買取単価は「７－９一般
廃棄物焼却施設発電電力の自己託送
等事業に関するプロポーザル」で受
託者が提案した金額、もしくは計算
方法とすること。」とありますが、

・受託者を通じて第三者へ売却する
場合でも、受託者は発注者より自家
消費及び自己託送する電力を除いた
非FIT 電力の全量を買い取るという
認識でお間違いないでしょうか。

・燃料費等調整額は、関東管内を管
轄する旧一般電気事業者が適用する
燃料費等調整単価の算定諸元もしく
は提案者が独自に定める公開された
算定諸元により算定するものとしま
す。
・燃料費等調整額を提案見積書の算
定項目に追加することは不可としま
す。

・御認識のとおりです。


